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平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
六
日 

告
示
第
九
十
七
号

 
 
 

(
趣
旨)

 

第
一
条 
こ
の
要
綱
は
、
開
発
行
為
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
調
整
池
等
に
つ
い
て
寄
付
受
入
れ
の
基
準
を
定
め
、
市
に
帰
属
す
る
公
共
物
と
し
て
維

持
管
理
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
開
発
行
為
」
と
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
よ
る
開
発
行
為
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
る
開
発
行
為
そ
の
他
の
法
律
等
に
よ
る
開
発
行
為
を
い
う
。 

２ 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
調
整
池
等
」
と
は
、
防
災
調
節
（
整
）
池
、
遊
水
地
そ
の
他
の
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
す
る
機
能
を
有
す
る
施
設
を

い
う
。 

３ 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
所
有
者
等
」
と
は
、
調
整
池
等
の
設
置
さ
れ
た
土
地
の
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者
を
い
う
。 

（
寄
付
受
入
れ
） 

第
三
条 

開
発
行
為
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
調
整
池
等
で
あ
っ
て
、
次
条
に
定
め
る
審
査
基
準
及
び
第
五
条
に
定
め
る
構
造
基
準
を
満
た
す
も
の
は

寄
付
を
受
入
れ
、
市
に
帰
属
す
る
公
共
物
と
し
て
維
持
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
己
用
の
施
設
は
こ
の
限
り
で
は

な
い
。 

２ 

前
項
の
寄
付
受
入
れ
に
要
す
る
費
用
は
、
所
有
者
等
の
負
担
と
す
る
。 

（
審
査
基
準
） 

第
四
条 

寄
付
受
入
れ
の
審
査
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

水
理
計
算
書
及
び
施
設
構
造
図
等
の
図
書
を
添
付
す
る
こ
と
。 

二 

除
草
、
浚
渫
、
補
修
等
を
行
い
良
好
な
状
態
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
権
利
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

寄
付
受
入
れ
後
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
別
途
協
議
す
る
こ
と
。 

（
構
造
基
準
） 



第
五
条 

寄
付
を
受
入
れ
る
調
整
池
等
の
構
造
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

隣
接
道
路
又
は
管
理
用
通
路
が
あ
る
こ
と
。 

二 
オ
リ
フ
ィ
ス
桝
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 
計
画
規
模
を
上
回
る
降
雨
に
対
す
る
余
水
吐
け
又
は
越
流
桝
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

四 

流
末
は
、
直
接
公
共
物
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
。 

 

五 

転
落
防
止
柵
及
び
管
理
用
門
扉
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

六 

施
設
の
深
さ
に
応
じ
て
、
階
段
又
は
タ
ラ
ッ
プ
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

七 

施
設
底
面
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

八 

水
位
監
視
の
た
め
の
水
位
計
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

九 

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
公
共
物
の
用
途
） 

第
六
条 

第
三
条
第
一
項
に
よ
り
寄
付
を
受
入
れ
た
調
整
池
等
は
、
洪
水
調
節
を
そ
の
用
途
と
し
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
調
整
池
等
管
理
責
任
者
） 

第
七
条 

市
に
帰
属
す
る
調
整
池
等
の
適
正
な
維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
調
整
地
等
管
理
責
任
者
を
置
く
。 

２ 

調
整
池
等
管
理
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

調
整
池
等
の
定
期
点
検
及
び
豪
雨
、
地
震
そ
の
他
の
災
害
発
生
時
に
お
け
る
点
検
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

土
堰
堤
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

豪
雨
等
に
よ
る
水
害
時
の
水
位
の
監
視
及
び
下
流
被
害
等
発
生
時
に
お
け
る
通
報
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

ス
ク
リ
ー
ン
、
放
流
管
の
ゲ
ー
ト
、
バ
ル
ブ
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

護
岸
及
び
法
面
の
崩
落
等
に
お
け
る
補
修
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

堆
積
土
砂
の
排
除
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

前
各
号
に
係
る
記
録
資
料
等
の
整
備
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。 

３ 

調
整
池
等
管
理
責
任
者
は
、
都
市
建
設
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 



（
市
に
帰
属
し
な
い
調
整
池
等
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結
） 

第
八
条 

市
に
帰
属
し
な
い
調
整
池
等
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
等
と
調
整
池
等
の
管
理
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
維
持 

管
理
体
制
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
寄
付
手
続
等
） 

第
九
条 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
調
整
池
等
の
寄
付
手
続
き
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
財
務
規
則
（
平
成
五
年
規
則
第
四

号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

附 

則 
 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


